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 平成２３・２４年度において、小平・村山・大和衛生組合（以下「衛生組合」という。）が行う競争入札

等に参加を希望される方は、下記により物品買入れ等競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」とい

う。）を提出してください。なお、申請書を受理された後に、その記載事項に変更が生じた場合(許可・登 

録更新を含む)は、必要な添付書類を添えてすみやかに変更届(衛生組合様式)を提出してください。 

 

１．注 意 事 項 

（１）申請書は、郵送又は宅配便により提出してください。 

※郵送の場合は、「３．提出先」のキリトリ線の下の部分を切り取り、そのまま封筒に貼り、郵送し 

てください。 

（２）申請日時点で確定している決算がない法人及び申請日の属する年の１月１日以降に創業した個人 

は、申請することができません。 

（３）受付期間を過ぎますと、申請書は受理いたしません。 

（４）この申請書を受理されたことにより、必ずしも指名を受けられるものとは限りません。 

（５）提出書類に虚偽の記載をした場合は、競争入札参加資格を取り消すことがあります。 

（６）提出された書類の一部は情報公開の対象となる場合があります。 

（７）審査結果については、受付カードに受付印を押印して返送し、競争入札参加資格者名簿に登載しま

す。 

 

２．受 付 期 間 

平成２４年３月３１日までに提出先に送付。（必着） 

   

３．提 出 先 

ｷﾘﾄﾘ                                              ｷﾘﾄﾘ 

〒１８７－００３３  

小平市中島町２番１号  

小平・村山・大和衛生組合 総務課 財務係  

平成２３・２４年度 

物品買入れ等競争入札参加資格審査申請書提出要領 

(追加申請用) 
小平・村山・大和衛生組合 
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４．資 格 の 制 限 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定に該当する者は、申請 

することができません。 

 

参考【地方自治法施行令第１６７条の４】 

１ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係

る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができ

ない。 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当

すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加さ

せないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用

する者についても、また同様とする。 

① 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは 

数量に関して不正の行為をしたとき。 

② 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

③ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

④ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の

執行を妨げとき。 

⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

⑥ この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされてい

る者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用し

たとき。    
 

【地方自治法施行令第１６７条の１１第１項】 

 第１６７条の４の規定は、指名競争入札の参加資格についてこれを準用する。 

 

（２）納税に関する条件 

   法人の場合は、審査対象営業年度の法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を、個人の場合は、

審査対象営業年度の所得税、個人事業税、消費税及び地方消費税を完納していない場合は申請するこ

とができません。 

（３）営業種目ごとの条件 

各営業種目ごとに登録、免許又は許可等を営業の要件とする営業種目は、当該登録、免許又は許可

等を受けていなければ申請することができません。 

（４）申請日時点で確定している決算がない法人及び申請日の属する年の１月１日以降に創業した個人 

は、申請することができません。 
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（５）参加者若しくは参加者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が参加者の経営に実質

的に関与しているとき。 

（６）参加者又は参加者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 

（７）参加者又は参加者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 

（８）参加者又は参加者の役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。 

（９）参加者又は参加者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利

用するなどしているとき。 

（10）審査基準日から過去2年間において不渡手形又は不渡小切手を発行したことにより銀行当座取引を

停止されたとき。 

 

５．審査対象営業年度等 

（１）決算日等 

ア 決算日とは、次に掲げる日をいいます。 

・法人…法人税法（昭和４０年法律第３４号）第１３条に定める事業年度（以下「事業年度」と  

    いう。）の終了の日 

・個人…１２月末日 

イ 決算月とは、アに定める決算日の属する月をいいます。 

ウ 決算年度とは次に掲げるものをいいます。 

・法人…事業年度 

・個人…アの決算日（１２月末日）以前１年間 

（２）審査基準日 

入札参加資格の登録申請を行うにあたり、基準として定める日付をいい、申請時直前の決算手続が

終了している決算日をいいます。 

（３）審査対象営業年度 

審査基準日を含む決算年度をいいます。 

 

６．提 出 書 類 

下記の（１）～（12）の書類を提出してください。提出書類は、透明のクリアファイルに入れて提出

して下さい。物品と工事を申請する方は、提出書類のうち・登記簿謄本・印鑑証明書・財務諸表・納税

証明書・受付カード返信用封筒は１部のみ提出してください。ただし、必ず物品と工事の申請書類を同

じ封筒に入れて送付してください。 

提出書類のうち◎のものは、衛生組合の独自様式です。衛生組合のホームページから取得して下さい。 

◎（１）物品買入れ等競争入札参加資格審査申請書（総括表及び種目別表含む） 

◎（２）受付カード（１面、２面） 
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◎（３）委任状（代理人に入札・契約等の権限を委任する場合のみ） 

◎（４）使用印鑑届（契約・請求等に実印以外の印鑑を使用する場合のみ） 

（５）印鑑証明書【正本】（発行日が申請日から３箇月以内であるもの） 

   法人････法務局出張所等の発行する証明書 

   個人････住所地の区市町村長の発行する証明書 

（６）登記簿謄本【正本】（発行日が申請日から３箇月以内であるもの） 

法人････法務局出張所等の発行する「履歴事項全部証明書（登記簿謄本）」 

個人････商号登記している方は、法務局出張所等の発行する「履歴事項全部証明書（商業登記簿  

    謄本）」。商業登記していない方は、指定法務局等の発行する「登記されていないことの  

    証明書」及び本籍地の区市町村長の発行する「身分証明書」。 

（７）財務諸表【写し】 

審査対象営業年度の決算によるもの。 

法人････貸借対照表・損益計算書・剰余金処分計算書又は損失金処理計算書 

   ※決算月の変更等により、審査対象営業年度が１２箇月に満たないときは、審査対象営  

    業年度の前営業年度の財務諸表も提出してください。 

個人････貸借対照表及び損益計算書 

（８）納税証明書【正本】 

（ア）法人税（個人にあっては所得税）及び消費税 

審査対象営業年度の決算によるものを対象とし、税務署発行の納税証明書を提出。 

（非課税、免税の場合でも必要） 

（イ）法人事業税（個人にあっては、個人事業税） 

    審査対象営業年度の決算によるものを対象とし、衛生組合と契約する営業所等の所在する

都道府県の事業税の納税証明書。（個人事業税が非課税の場合は不要） 

（９）許可・登録証明書【写し】 

許可・登録が必要な営業種目を申請する場合に、衛生組合と契約する本店又は営業所の許可・登

録の状況のわかるもの。許可、登録、届出を要件とするもののみ。 

 （10）申請書（種目別表（その１））の最高契約実績の契約書【写し】 

   件名、契約金額、履行期限、契約年月日、発注者、請負者が記載されているもの 

（11）受付カード返信用封筒 

    返信先の郵便番号、所在地、商号又は名称、担当部署及び担当者名を記入し、必ず切手を貼付し  

   てください。（定形封筒の場合は８０円、定形外封筒の場合は１２０円切手を貼付） 

◎（12）申請書類チェック表 

    商号又は名称・電話番号・担当者を記入し、申請書類を確認して申請者の□欄に✓すること。 

    受付番号及び組合使用欄には記入しないでください。 

    区市町村電子調達申請者用と一般用にわかれています。該当するチェック表を使用してください。 
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 ※ 提出書類の省略について 

   東京都内の区市町村で構成される東京電子自治体共同運営協議会会員が、共同で利用するサービス   

  （以下「電子調達サービス」という。）による競争入札参加資格の承認を受けた方が申請する場合は、  

  上記の提出書類のうち（６）～（９）が省略できます。その場合、電子調達サービスの、受付票(承 

  認されたもの）及び申請内容画面を印刷し提出してください。 

（提 出 書 類 一 覧 表） 

提 出 書 類 
電子調達サービスを 
受けている方 

電子調達サービスを 
受けていない方 

（１）物品買入れ等競争入札参加申請書（総括表・種目別表含む） ○必要 ○必要 

（２）受付カード（１面、２面） ○必要 ○必要 

（３）委任状 △委任する方のみ必要 △委任する方のみ必要 

（４）使用印鑑届 △使用する方のみ必要 △使用する方のみ必要 

（５）印鑑証明書 ○必要 ○必要 

（６）登記簿謄本 ×省略 ○必要 

（７）財務諸表 ×省略 ○必要 

（８）納税証明 ×省略 ○必要 

（９）許可・登録証明書 ×省略 ○必要 

（10）最高契約実績の契約書 ○必要 ○必要 

（11）受付カード返信用封筒（必ず切手を貼付すること） ○必要 ○必要 

（12）申請書チェック表 ○必要（電子調達申請者用） ○必要（一般用） 

 ※電子調達サービス承認後印刷した書類 

①受付票 ②総括表（その１、その２） ③種目別表  
④組合構成員状況一覧表（該当者のみ） 

○必要 
 

 

７．そ の 他 事 項 

  （１）記入は黒のボールペンを使用し、楷書で明瞭に記入してください。ゴム印を利用できる箇所は

使用が可能です。 

  （２）様式の中の※印欄は記入しないでください。 

  （３）営業種目は１０種目まで申請できます。 

  （４）営業種目は、《別表１》の「営業種目分類表」のとおりです。 

（５）物品と工事を申請する方は、提出書類のうち・登記簿謄本・印鑑証明書・財務諸表・納税証明   

  書・受付カード返信用封筒は１部のみ提出してください。ただし、必ず物品と工事の申請書類を   

  同じ封筒に入れて送付してください。 

  （６）提出書類は、透明のクリアファイルに入れて提出願います。 

  （７）契約等の権限を代理人に委任する場合は、委任状を提出してください。（衛生組合様式） 

  （８）実印以外の印鑑を使用する場合は、使用印鑑届を提出してください。（衛生組合様式） 

 

８．問 い 合 わ せ 先 

小平・村山・大和衛生組合 

総務課 財務係 電話０４２－３４１－４３４５ 

（平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで） 
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平成２３・２４年度 
物品の買入れ等競争入札参加資格審査申請書記載要領 

小平・村山・大和衛生組合 

 

１．物品買入れ等競争入札参加資格審査申請書 

ここで記入する内容と契約書、請求書などの記載は一致するようにしてください。代表者が小平・村

山・大和衛生組合（以下「衛生組合」という。）と直接契約する場合は、本店（主たる営業所）が、代

理人が衛生組合と契約する場合は、代理人が所属する営業所等が衛生組合と契約する営業所となります。 

なお、法令等により物品の販売、役務の提供等に許可・資格・届出等が義務付けられているものにつ

いては、当然にその許可等を有していることを条件とします。 

 

２．総括表（その１） 

 総括表は会社等の基本情報を記入する表です。登記簿謄本、財務諸表、納税証明書等の記載事項と相 

違のないように記入してください。 

１ 表内の商号又は名称、営業所等の名称、所在地、郵便番号については、衛生組合と契約する本店又

は営業所を記入してください。 

２ 電話番号、ＦＡＸ番号は、指名通知等が直接受けられる番号を記入してください。 

３ ｅ-mail、担当者は、衛生組合と契約する本店又は営業所の担当者の連絡先を記入してください。 

４ 営業年数は、審査基準日現在で記入してください。なお、営業年数は創業からを指します。 

５ 経営状況・その他は、以下を参考にして記入してください。 

（１）資本金：申請日現在の資本金額を記入してください。 

① 株式会社・有限会社：履歴事項全部証明書の「資本の額」 

② 合名会社・合資会社：貸借対照表の「資本金額」 

③ 財団法人・社団法人：貸借対照表の「基本金額」 

④ 社会福祉法人   ：貸借対照表の「基金」（基本財産） 

⑤ 特定非営利活動法人：貸借対照表の「正味財産の金額」 

⑥ 個人        ：貸借対照表の「元入金」 

  （２）流動資産、流動負債、総資産 

審査対象営業年度の貸借対照表の「流動資産」、「流動負債」、「総資産」の額を記入してく

ださい。 

  （３）自己資本 

審査対象営業年度の財務諸表から下記の計算式により算出した金額を記入してください。 

法人：「貸借対照表」の資本合計額－｛「利益処分計算書」上の当期末処分利益のうち 

   （配当金＋役員賞与＋税金）｝ 

個人：元入金＋本年利益＋事業主借－事業主貸 

※自己資本がマイナスの場合は、マイナス値（例：－１，０００）と記入してください。 
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６ 法人（個人）事業税は、審査対象営業年度の事業税の納税額を記入してください。事業税は衛生組

合と直接契約する営業所が所在する都道府県での納税額です。 

７ 法人税（所得税）は、審査対象営業年度の「法人税」（個人は「申告所得税」）の納税額を記入し

てください。課税額が０円の場合は、｢０｣を記入してください。特例として還付金等を受け納税額が

０円の場合は、控除前の納付すべき金額を記入してください。 

８ 消費税及び地方消費税は、審査対象営業年度の「消費税及地方消費税」の納税額を記入してくださ

い。納税義務のない方は「０」を記入してください。 

 

３．総括表（その２） 

 １ 従業員数は、以下を参考に記入してください。 

（１）総従業員数：申請日現在、申請者と直接かつ恒常的な雇用関係にある従業員の総数。 

※派遣社員、出向社員、パート、アルバイト等は含みません。 

（２）うち高齢者：「高齢者」とは、５５歳以上の人をいい、内数で記入。 

 （３）うち障害者：「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の雇用率を算出する基  

   礎となる障害者数を内数で記入。具体的には、障害者のうち、重度身体障害者、重度知的障害者 

   は１人を２人に換算して計算してください。また、短時間労働者は従業員総数には含まれません 

   が、重度身体障害者、重度知的障害者については、それぞれ１人の障害者としてカウントするこ  

   とができます。 

 ２ 申請種目別売上高の表は、以下を参考に記入してください。 

  （１）種目番号及び営業種目名は、《別表１》「営業種目分類表」により記入してください。 
  （２）売上高は、営業種目ごとに記入してください。 

  （３）営業種目ごとの売上高は、種目別表（その１）の「種目売上高」を記入してください。 

  （４）総売上高は、審査対象営業年度の損益計算書に計上されている売上高を記入してください。 

 ３ ＩＳＯ関連は、以下の条件に合致するＩＳＯの認証を取得している企業等において、「新規」「継

続」の区分を選択し、登録番号を記入してください。申請日現在、衛生組合と契約する営業所等（支

店等の場合は当該支店が有するもの）で認証取得しているものが対象となります。 

 （条 件） 

審査登録機関 
（財）日本適合性認定協会（ＪＡＢ）、またはＪＡＢと相互認証し
ている認定機関に認定された審査登録機関 

適用規格 
ＩＳＯ９０００シリーズ 

ＩＳＯ１４０００シリーズ 

認証取得時期 申請日までに登録されているものを対象とする。 

  （区 分） 

１ 新 規 新規登録から３年を経過していない場合。 

２ 継 続 
新規登録後に３年以上登録を継続し、１回以上の更新を行い現在も登録してい
る場合。 
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 ４ 登録区分は、該当する種目に申請する場合、登録しているものの番号を○で囲んでください。（登

録がなくても当該種目に申請することはできます。） 

 
４．総括表（その３） 

 １ 技術者資格免許等は、常時雇用している従業員の中に該当する技術者等が在籍していれば、その人

数を記入してください。（技術者等がいなくても当該種目に申請することはできます。） 

 ２ 営業の特色は、申請者のＰＲを記入してください。 

 

５．種目別表（その１） 
申請する営業種目１種目につき１枚提出してください。１枚につき最高８品目等まで記入できます。

種目売上高が無い場合でも、当該営業種目に申請することができます。 

１ 申請営業種目と取扱品目等は、《別表１》「営業種目分類表」により記入してください。 

２ 種目売上高は、次により記入してください。 

（１）審査対象営業年度売上高（税抜き） 

 「取扱品目及び取扱業務ごとの売上高」の表の合計金額を記入してください。総括表（その２） 

の申請種目別売上高の表と一致します。 

  （２）都区市町村売上高（税抜き） 

 （１）の売上高のうち、都及び都内の区市町村の売上高を千円単位で記入してください。都区

市町村売上高は直接契約したものに限ります。なお、都とは、以下の表１に示す東京都の各局及

び行政委員会等を指します。 

表１ 

東 

京 

都 

知事部局 

知事本局（知事本部、政策報道室）、青少年・治安対策本部、（東
京オリンピック・パラリンピック招致本部）、総務局、財務局、主
税局、生活文化局（生活文化スポーツ局）、スポーツ振興局、都市
整備局（都市計画局・住宅局）、環境局（環境保全局・清掃局）、
福祉保健局（福祉局・健康局・衛生局・高齢者施策推進室）、病院
経営本部、産業労働局（労働経済局）、中央卸売市場、建設局（多
摩都市整備本部）、港湾局、会計管理局（出納長室）、（新銀行設
立本部）、東京消防庁及びそれぞれの事業所・出先機関 

行政委員会等 
教育庁、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、
労働委員会事務局（地方労働委員会事務局）、収用委員会事務局、
議会局、警視庁及びそれぞれの事業所・出先機関 

公営企業局 交通局、水道局、下水道局及びそれぞれの事業所・出先機関 

公 社 等 

（財）東京都新都市建設公社、東京都住宅供給公社、（財）東京都
道路整備保全公社（東京都駐車場公社）、（（財）東京港埠頭公社）、
（財）東京都公園協会、（財）東京動物園協会、東京都道路公社、
（財）東京都環境整備公社、（財）東京都保健医療公社、（社福）
東京都社会福祉事業団、（財）東京都中小企業振興公社、（（財）
東京都生涯学習文化財団）、（財）東京都島しょ振興公社、（財）
東京都歴史文化財団等の東京都監理団体【ただし、株式会社を除く】 
（公）首都大学東京（大学管理本部、都立大学事務局）、東京都職
員共済組合事務局、（（財）東京都福利厚生事業団） 

※（ ）内は現在存在しない組織です。 
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（３） 他官公庁売上高（税抜き） 

（１）の売上高のうち、他官公庁での売上高を千円単位で記入してください。｢他官公庁｣とは国

の省庁、道府県、都外の市町村、一部事務組合等の自治体をいいます。なお、国及び各地方自治

体以外に「他官公庁」として認める発注者は、以下の表２に示す印紙税法別表第二に記載のある

非課税法人等を指します。 

表２ 

（奄美群島振興開発基金） 

（運輸施設整備事業団） 

沖縄振興開発金融公庫 

（海外経済協力基金） 

株式会社日本政策金融公庫 

（簡易保険福祉事業団） 

（環境衛生金融公庫） 

（環境事業団） 

漁業信用基金協会 

（金属鉱業事業団） 

（空港周辺整備機構） 

軽自動車検査協会 

広域臨海環境整備センター 

（公営企業金融公庫） 

港務局 

（国際観光振興会） 

（国際協力銀行） 

（国際協力事業団） 

（国民生活金融公庫） 

（国民生活センター） 

（国立教育会館） 

国立大学法人 

（雇用・能力開発機構） 

市街地再開発組合 

自動車安全運転センター 

（社会福祉・医療事業団） 

住宅街区整備組合 

（住宅・都市整備公団） 

（住宅金融公庫） 

（首都高速道路公団） 

消防団員等公務災害補償等共済 

基金 

（心身障害者福祉協会） 

（新東京国際空港公団） 

信用保証協会 

（森林開発公団） 

（石油公団） 

（繊維産業構造改善事業協会） 

（船舶整備公団） 

全国農業会議所 

大学共同利用機関法人 

（地域振興整備公団） 

地方公営企業等金融機構 

地方公務員災害補償基金 

地方住宅供給公社 

地方道路公社 

地方独立行政法人 

（中小企業金融公庫） 

（中小企業総合事業団） 

中小企業団体中央会 

（帝都高速度交通営団） 

（鉄道整備基金） 

独立行政法人（※） 

独立行政法人農林漁業信用基金 

（都市基盤整備公団） 

土地開発公社 

土地改良区 

土地改良区連合 

土地改良事業団体連合会 

土地区画整理組合 

都道府県農業会議 

（日本開発銀行） 

（日本学術振興会） 

日本勤労者住宅協会 

（日本芸術文化振興会） 

日本下水道事業団 

日本司法支援センター 

（日本私学振興財団） 

（日本政策投資銀行） 

日本赤十字社 

（日本国有鉄道清算事業団） 

（日本体育・学校健康センター） 

日本中央競馬会 

（日本鉄道建設公団） 

（日本道路公団） 

（日本万国博覧会記念協会） 

（日本貿易振興会） 

（日本郵政公社） 

（日本労働研究機構） 

（年金資金運用基金） 

（農業共済基金） 

農業協同組合中央会 

農業信用基金協会 

（農用地整備公団） 

（農林漁業金融公庫） 

（農林漁業信用基金） 

（阪神高速道路公団） 

（平和祈念事業特別基金） 

放送大学学園 

（北海道東北開発公庫） 

（北方領土問題対策協会） 

（本州四国連絡橋公団） 

（水資源開発公団） 

（緑資源公団） 

（労働福祉事業団） 

 

＊（ ）内は、独立行政法人に移行、または、統廃合された組織です。 

※独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び同法第１条第１項（目的等）に規定する個

別法に基づくもので、その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に

属しているもの又はこれに類するもののうち、財務大臣が指定をしたものに限る。 

＊実績として申請できる期間を過去５年間としている関係で、上記の表には、現在は廃止されている

公団等も含まれている。 
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３ 取扱品目等ごとの売上高は、それぞれの売上高を記入してください（最高８品目等まで）。その他

の品目等を取り扱う場合は、その他内訳の①～③の欄に具体的な品目名称等を記入し、それぞれの売

上高を記入してください。その他の欄に記入できるのは、当該営業種目に関連すると思われる品目等

に限られます。当該営業種目と全く関係の無いものは記入しないでください。 

 取扱品目等とその他の品目の売上高の合計が、審査対象営業年度の売上高と一致します。 

４ 過去３年間の最高契約実績は、審査基準日前３年以内に衛生組合、他清掃施設、他官公庁と直接契

約（下請け、孫請けは官公庁実績としては認められません。）した案件（当該営業種目に関するもの）

及び民間実績がある場合は、それぞれの中で最も金額が高いものを１件ずつ記入してください。契約

実績が無くても、当該種目に申請することは可能です。契約金額は消費税込みの金額を記入してくだ

さい。単価契約の場合は、実際に請求した請求金額の合計を記入してください。 

 

６．種目別表（その２） 

申請する営業種目１種目につき１枚提出してください。 

１ 申請営業種目と取扱品目等の番号は、《別表１》「営業種目分類表」により記入してください。 

２ 過去２年間の最高契約実績を除いた主な契約実績は、審査基準日前２年以内に衛生組合、他清掃施

設、他官公庁と直接契約（下請け、孫請けは官公庁実績としては認められません。）した案件（当該

営業種目に関するもの）及び民間実績がある場合は、最高契約実績を除いたもののうち、契約金額が

高いものから３件まで記入してください。契約金額は消費税込みの金額を記入してください。単価契

約の場合は、実際に請求した請求金額の合計を記入してください。 

 

７．受付カード 

   受付カードは１面（表）、２面（裏）に分かれています。１面（表）と２面（裏）をダウンロード

し両面コピーして下記に従い記入のうえ、提出してください。 

 １ 受付番号は、記入しないでください。 

 ２ 申請種目番号は、申請する種目番号を○で囲ってください。 

 ３ 所在地、商号又は名称、代表者役職・氏名は、各（申請時）の行に記入してください。また、登記 

  上の所在地については、本店と異なる場合のみ記入してください。 

 ４ 代理人を置く場合は、代理人所在地、営業所名、役職・氏名の（申請時）の行に記入してください。 

 ５ 印鑑は、申請印の欄に押印してください。 

 ６ 許可（登録）の更新、電話番号、ＦＡＸ番号、資本金については、各（申請時）の行に記入してく

ださい。 



営業種目分類表 《別表１》

１．物品供給

種目
番号

営　業　種　目 取　扱　品　目

００１ 文房具事務用品・図書
01.文房具、02.用紙類、03.封筒、04.印章･ｺﾞﾑ印、
05.製図用品、06.書籍・雑誌、07.卓上事務機器（電卓等）、
99.その他

００２ 事務機器・情報処理用機器
01.電子計算機（ﾊﾟｿｺﾝ･ｵﾌｺﾝ等）及び機器部品、02.ﾈｯﾄﾜｰｸ機器、
03.ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄｳｪｱ、04.ﾌﾟﾘﾝﾀｰ用ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ05.複写機、
06.軽印刷機、07.ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、99.その他

００３ 什 器 ・ 家 具
01.鋼製什器、02.木製什器、03.実験用什器、04.家具、
99.その他

００４ 荒 物 雑 貨 ・ 建 築 金 物
01.家庭金物類、02.清掃用具･用品、03.石鹸･洗剤、
04.ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、05.紙･繊維製雑貨類、06.建築金物、
07.大工道具、08.塗料、09.仮設資材、99.その他

００５ 工 業 用 ゴ ム 製 品
01.ﾎｰｽ類、02.ﾊﾟｯｷﾝ類、03.工業用ﾍﾞﾙﾄ、04.ｺﾞﾑ･ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ、
05.防振ｺﾞﾑ、06.ｺﾞﾑﾏｯﾄ、07.塩ﾋﾞ管、08.ｺﾞﾑ製可撓伸縮管、
99.その他

００６ 繊維・ゴム・皮革製品
01.制服･事務服、02.作業服･ﾂﾅｷﾞ、03.防寒衣、04.白衣、
05.雨具、06.作業靴･安全靴、07.ｺﾞﾑ長靴、08.ﾍﾙﾒｯﾄ、99.その他

００７ 家電・カメラ・厨房機器等
01.一般家庭用電化製品、02.写真機･写真材料、03.ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、
04.厨房用調理機器、05.給湯関係機器、99.その他

００８ 自 動 車 ・ 自 転 車
01.乗用車、02.貨物車、03.軽自動車、
04.特殊車（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等）、05.自動車部品、06.ﾀｲﾔ、07.ﾊﾞｯﾃﾘｰ、
08.車検整備･分解整備、99.その他

００９ 燃 料 ・ ガ ス ・ 油 脂
01.ｶﾞｿﾘﾝ、02.灯油、03.軽油、04.重油、05.潤滑油、06.LPｶﾞｽ、
99.その他

０１０ 理 化 学 機 械 器 具
01.分析機器、02.光学機器、03.試験検査機器、
07環境測定機器、08.測量機器、99.その他

０１１ 工 作 用 機 械 器 具
01.旋盤、02.ﾎﾞｰﾙ盤、03.研削盤、04.ﾌﾟﾚｽ機械、05.切断機、
06.溶接機、07.溶断機、08.洗浄機器、09.電動工具、10.雑工具、
99.その他

０１２ 産 業 用 機 械 器 具 類

01.ﾎﾞｲﾗｰ、02ｴﾝｼﾞﾝ、03.ﾎﾟﾝﾌﾟ、04.ｸﾚｰﾝ、05.ｺﾝﾍﾞｱ、
06.送風機、07.建築用送風機、08.冷凍機、09.油圧･空圧機器、
10.空調機器、11.発電機器、12.変電機器、13受配電設備、
14.ﾓｰﾀｰ、15.自動制御装置、16.照明器具、
17.電磁流量計･超音波流量計、99.その他

０１３ 鉄鋼・非鉄・鋳鉄製品
01.鋼材、02.ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ、03.鉄線、04.管類、05.接合部品、
06.弁類、07.鉄蓋、08.給水装置材料、99その他

０１４ 工業薬品・防疫剤

01.塩化第二鉄、02.塩酸、03.硫酸、04.液体ｱﾝﾓﾆｱ、
05.苛性ｿｰﾀﾞ、06.次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ、07.消石灰、08.消臭剤、
09.消泡剤、10.活性炭、11.重金属固定剤、12.ｷﾚｰﾄ剤、
13.高分子凝集剤、14、除草剤、99.その他

小平・村山・大和衛生組合
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種目
番号

営　業　種　目 取　扱　品　目

０１５ 消 防 ・ 防 災 用 品
01.消防用ﾎｰｽ、02.消防ﾎﾟﾝﾌﾟ、03.消火器、04.避難器具、
05.救助器具、06.防火服、07.防災用品、08.災害用備蓄品、
99.その他

０１６ 清 掃 施 設 専 用 物 品
01.火格子（ｽﾄｰｶ等）、02.耐火ﾚﾝｶﾞ、
03.破砕機用部品（ﾊﾝﾏｰ等）、04.ろ布、05.アルミ選別機部品、
06.保護具（防塵ﾏｽｸ･眼鏡等）、99.その他

０１７ 不 用 品 買 受 01.鉄･非鉄屑、02.機械、03.廃油、04.紙･繊維屑、99.その他

０９９ そ の 他 上記のいずれにも属さない物品

12



２．一般業務委託

種目
番号

営　業　種　目 取　扱　業　務

０２０ 印 刷 01.ｵﾌｾｯﾄ印刷、02.ﾌｫｰﾑ印刷、03.印刷物の企画、99.その他

０２１ 複 写 01.青写真、02.ｺﾋﾟｰ、03.DPE、99.その他

０２２ 建 物 清 掃 01.一般清掃、99.その他

０２３ 電気･暖冷房等設備保守 01.電気、02.暖冷房、03.ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ、04.消防設備、99.その他

０２４ 警 備 ・ 受 付 等 01.施設警備、02.機械警備、03.受付、99.その他

０２５ 通 信 施 設 保 守 01.電話交換機、02.無線機、03.ﾃﾚﾋﾞ共聴設備、99.その他

０２６ 浄 化 槽 ・ 貯 水 槽 清 掃
01.浄化槽清掃、02.浄化槽保守点検、03.汚水桝清掃、
04.汚水処理施設保守点検、05.貯水槽清掃、
06.貯水槽保守点検、99.その他

０２７ 道路・公園・場内管理 01.道路清掃、02.除草･草刈、03.樹木･花壇等、99.その他

０２８ 害 虫 駆 除 01.建物、02.樹木、99.その他

０２９ 廃 棄 物 処 理
01.一般廃棄物処理収集運搬･処理･処分、
02.産業廃棄物処理収集運搬･処理･処分、
03.特別管理産業廃棄物収集運搬･処理･処分、99.その他

０３０ 検 査 業 務
01.大気測定分析、02.水質測定分析、03.土壌測定分析、
04.臭気分析、05.ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類測定分析、06.作業環境測定、
07.騒音ﾚﾍﾞﾙ、99.その他

０３１ 情 報 処 理 01.ﾃﾞｰﾀ入力、02.ｼｽﾃﾑ開発、03.情報機器保守、99.その他

０３２ 環境アセスメント関係調査
01.大気汚染、02.悪臭、03.水質汚染、04.土壌汚染、
05.騒音･振動、06.電波障害、99.その他

０３３ 映 画 ・ ビ デ オ 製 作 01.ﾋﾞﾃﾞｵ、02.ｽﾗｲﾄﾞ、03.写真撮影、99.その他

０３４ ク リ ー ニ ン グ 01.寝具、02.作業衣、99.その他
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種目
番号

営　業　種　目 取　扱　業　務

０３５ 賃 貸 業 務
01.電子計算機（ﾊﾟｿｺﾝ等）、02.複写機、03.ﾌｧｸｼﾐﾘ、
04.自動車全般、05.建設用機械、06.植木、99.その他

０３６ 旅 行 ・ 運 搬 請 負
01.旅行、02.一般旅客自動車運送業、03.一般貨物輸送、
99.その他

０３７ 広 告 代 理 01.新聞･雑誌広告、02.新聞折込み、99.その他

０３８ 催 事 関 係 業 務
01.催事の企画から会場設営まで、02.会場設営･展示業務、
03.舞台操作等、99.その他

０３９ 市場・補償鑑定関係調査
01.市場・経済調査、02.世論調査、03.社会・経営調査、
04.廃棄物調査、05.土地鑑定調査、06.物件鑑定調査、
07.営業補償鑑定調査、99.その他

０４０ ラ イ フ ラ イ ン 01.電力供給

１９９ そ の 他 上記のいずれにも属さない業務
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３．清掃施設業務委託

種目
番号

営　業　種　目 取　扱　業　務

０５０ プ ラ ン ト 運 転
01.ごみ焼却施設運転維持管理、
02.粗大ごみ処理施設運転維持管理、
03.ﾘｻｲｸﾙ施設運転維持管理、04.焼却灰等運搬、99.その他

０５１ プ ラ ン ト 清 掃
01.焼却炉内等清掃、02.煙突設備清掃点検、03.貯留槽等清掃、99.そ
の他

０５２ 測 定 01.環境計量、02.ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類測定、03.作業環境測定、99.その他

０５３ 電 気 設 備 等 保 守
01.高圧受電設備点検、02.焼却施設運転計算機等保守点検、
03.ITV設備保守点検、04.無停電電源設備保守点検、
05.電動機用ｲﾝﾊﾞｰﾀ保守点検、99.その他

０５４ 機 器 保 守

01.電動機保守点検、02.危険物地下ﾀﾝｸ点検、
03.ごみ焼却炉用送風機保守点検、
04.排ガス連続測定機保守点検、05.ごみｸﾚｰﾝ･ﾎｲｽﾄ保守点検、
06.油圧･空圧機器保守点検、07.脱臭装置保守点検、
08.大型冷凍庫保守点検、09.ﾄﾗｯｸｽｹｰﾙ保守点検、
10.出入口自動扉･重量ｼｬｯﾀｰ保守点検、99.その他

５９９ そ の 他 上記のいずれにも属さない業務

15




